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資料３－２－１

近畿ブロック情報伝達訓練 実施要領

１．情報伝達訓練の実施目的

大規模な地震が発生した場合の初動期を想定し、関係機関（近畿地方環境事務所及び近畿ブロック

内の府県、市町村、他関連機関）における連携体制、情報伝達方法の確認を行い、発災後初動期にお

ける情報伝達がスムーズに行えるよう体制の構築及び、様式の検証、災害対応力の向上を図る。

２．情報伝達訓練の実施概要

（1）実施日程

○平成 30年 12 月 6日（木）（10:00～12:00、13:00～17:00）

（2）訓練対象者

①近畿地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課

②各府県関係部局

③協議会構成員をはじめとする市町村関係部局

※府県が協議会構成員をはじめとする市町村の参加を募集する。参加市町村数は府県が決定する。

※府県は参加市町村を決定したのち、近畿地方環境事務所に報告する。

④関係団体（大阪湾広域臨海環境整備センター）

※訓練参加が可能な場合は情報伝達手段・方法を事前に確認する。

（3）実施場所

○各自治体、団体の執務室（机上訓練）

（4）通信手段

○E メール を基本（確認時、緊急時：電話、FAX）

※府県は、近畿地方環境事務所との Eメールによる調整には、状況把握のために近畿地方環境事務

所の業務委託先である応用地質株式会社の担当者に CC:で配信する（府県と市町村のメールは対

象外とする）。

※E メールのタイトルには【訓練】を冒頭に必ず追記する。
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（5）訓練の流れ

・訓練の基本的な実施フロー（全体の流れ）は下図とする。

・参加団体は、タイムスケジュール等を示した「資料２ 訓練シナリオ」をもとに訓練を実施する。

※訓練開始時間になったのち、近畿地方環境事務所が府県及び近畿ブロック構成員の民間団体、国

の機関等に発する Eメール（事務発出）により開始する。

※近畿地方環境事務所は 12 時から 13 時の間も対応する。

※訓練時間は状況に応じて前後して構わないが、極力前倒しすることとし、大きく遅延する場合は、

次の工程の相手に一報を入れる。訓練途中であっても 17 時の時点で訓練終了とする。近畿地方

環境事務所が「訓練終了」の Eメールを発信し伝達する。

※E メール形式の様式は事前に送付しておく。

図 訓練の基本的な実施フロー（全体の流れ）

（6）情報伝達の使用様式

・近畿地方環境事務所への報告は、平成 29 年度作成様式（様式 1～5） をもとに大阪北部の地震、

台風第 21号等の経験を踏まえ、府県ワーキングで修正した様式（参照：資料３ 近畿ブロック情報

伝達訓練 様式集）を使用する。

・ただし、府県及び市町村の各自治体で訓練実施計画がある場合は、各自治体の方法、様式等を優先

しても差し支えない。
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（7）被害想定及び応援内容の想定

・「資料４ 近畿ブロック情報伝達訓練 基本想定」の想定で実施する。

・報告の被害量、応援内容は、上記の資料４ をもとに様式に記入する。被害量は情報の伝達有無を

主眼とした訓練であるため仮定の想定値とする。

・被災府県は、発災当初は全府県とするが、発災 3日後は被害程度が「大」（和歌山県、大阪府）の府

県とする。被害程度が「中」（兵庫県、奈良県、京都府）と「小」（滋賀県）の府県は発災 3日後は

応援府県とする。

（8）訓練項目

・大規模地震（南海トラフ巨大地震）が発生した場合の初動期を想定し「近畿ブロック大規模災害廃

棄物対策行動計画」（以下、「行動計画」という。）に示されている標準的な手順のうち、以下の内容

を中心として、「資料２ 訓練シナリオ」にもとづいて情報伝達を行う。

①災害廃棄物処理体制の確立 ［行動計画 p26］

○被害状況報告 【午前】

・災害等廃棄物処理事業及び廃棄物処理施設（焼却施設、し尿処理施設、最終処分場等）の被害状

況について情報伝達を行う。

・また、民間事業者（大阪湾広域臨海環境整備センター）は被害状況の報告を行う。

・なお、市町村の被害状況は、資料１－４ 基本想定 を参照する。被害量は情報の伝達有無を主

眼とした訓練であるため仮定とする。

②緊急性の高い災害廃棄物等の処理 ［行動計画 p29］

○応援要請 【午後】

・応援が必要な項目（人材（事務系・技術者）、資機材（収集運搬車両、仮設トイレ等））について、

応援要請及び要請に対する回答を行う。

・片づけごみ 広報・収集・運搬方法の確認を要請する。

（9）留意事項

・訓練は非公開で実施する。

・訓練実施後、参加者はアンケート票（資料５）に記入し、近畿地方環境事務所の業務委託先である

応用地質株式会社の担当者に送信する。

・アンケート結果をもとに訓練の成果や課題、各種報告様式の有効性に係る検証を行い、第 2回ブロ

ック協議会で報告する。
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参考）行動計画 標準的な手順

表 4-2 1.災害廃棄物処理体制の確立（行動計画 p26）
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体

制
の

整
備

府
県

等
職

員
を

被
災

地
に

派
遣

D
.
W
a
s
t
e
-
N
e
t
の

枠
組

を
活

用
し

、
国

職
員

、
有

識
者

等
を

被
災

地
に

派
遣

3
4

災
害

廃
棄

物
処

理
の

緊
急

対
応

の
助

言

発
災
か

ら

の
時

間

被
災

府
県

の
応

援
を

念
頭

に
置

き
、

利
用

可
能

な
一

般
廃

棄
物

関
連

施
設

、
収

集
運

搬
車

両
等

の
自

府
県

内
の

状
況

を
確

認

被
災

府
県

の
応

援
を

念
頭

に
置

き
、

ブ
ロ

ッ
ク

内
の

非
被

災
府

県
の

利
用

可
能

な
一

般
廃

棄
物

関
連

施
設

、
収

集
運

搬
車

両
等

の
状

況
を

確
認
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表 4-3 2.緊急性の高い災害廃棄物等の処理（行動計画 p29）
【
近
畿

ブ
ロ
ッ

ク
に

お
け
る

大
規
模

災
害

廃
棄
物

の
処
理

に
関
す

る
標

準
的
な

手
順
】

被
災

市
町

村
被

災
府

県
応

援
府

県
（

市
町

村
も

含
む

）
国

（
本

省
、

環
境

事
務

所
、

整
備

局
等

）
民

間
団

体
災

害
廃

棄
物

担
当

部
門

災
害

廃
棄

物
担

当
部

門
災

害
廃

棄
物

担
当

部
門

災
害

廃
棄

物
担

当
部

門
（

産
廃

協
会

等
）

3
5

２
．

緊
急

性
の

高
い

災
害

廃
棄

物
等

の
処

理
3
6

（
１

）
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

等
の

安
全

性
の

確
認

及
び

補
修

3
7

当
日

～
数

日
①

一
般

廃
棄

物
・

し
尿

処
理

施
設

等
の

安
全

性
の

確
認

、
補

修
施

設
・

車
両

等
の

安
全

性
、

利
用

可
否

の
確

認
府

県
内

の
一

般
廃

棄
物

処
理

・
し

尿
施

設
等

の
被

災
状

況
の

集
約

3
8

必
要

に
応

じ
て

応
急

修
理

・
補

修
の

実
施

3
9

大
規

模
復

旧
作

業
が

必
要

な
場

合
は

、
時

期
を

見
て

実
施

4
0

②
収

集
運

搬
ル

ー
ト

の
被

災
状

況
の

把
握

・
安

全
性

の
確

認
今

後
想

定
さ

れ
る

主
な

収
集

運
搬

ル
ー

ト
の

被
災

状
況

の
整

理
4
1

現
時

点
で

安
全

性
の

確
認

で
き

る
収

集
運

搬
ル

ー
ト

の
抽

出
・

整
理

4
2

（
２

）
仮

設
ト

イ
レ

等
の

し
尿

の
収

集
運

搬
、

処
理

4
3

当
日

～
数

日
①

仮
設

ト
イ

レ
等

の
需

要
の

把
握

避
難

所
数

、
避

難
者

数
の

把
握

府
県

内
の

避
難

所
数

、
避

難
者

数
の

把
握

仮
設

ト
イ

レ
等

の
確

保
に

係
る

調
整

4
4

断
水

状
況

、
下

水
道

使
用

状
況

の
把

握
（

ト
イ

レ
を

使
用

で
き

な
い

被
災

市
町

村
民

数
の

把
握

）
4
5

仮
設

ト
イ

レ
設

置
箇

所
及

び
必

要
数

の
推

計
4
6

②
仮

設
ト

イ
レ

等
の

確
保

、
運

用
仮

設
ト

イ
レ

の
確

保
（

備
蓄

分
、

不
足

調
達

分
、

備
品

類
）

保
健

衛
生

部
門

職
員

の
応

援
派

遣
の

検
討

保
健

衛
生

部
門

職
員

の
応

援
派

遣
の

検
討

4
7

仮
設

ト
イ

レ
の

搬
送

・
設

置
レ

ン
タ

ル
業

者
等

は
仮

設
ト

イ
レ

等
の

必
要

備
品

を
提

供
4
8

設
置

後
の

仮
設

ト
イ

レ
の

管
理

体
制

、
収

集
体

制
、

処
理

体
制

の
確

保
4
9

し
尿

の
く

み
取

り
に

係
る

応
援

要
請

の
検

討
し

尿
く

み
取

り
処

理
施

設
に

係
る

府
県

内
他

地
域

か
ら

の
応

援
調

整
し

尿
く

み
取

り
に

係
る

応
援

5
0

（
３

）
避

難
所

ご
み

の
収

集
運

搬
、

処
理

5
1

当
日

～
数

日
①

避
難

所
ご

み
対

策
の

検
討

、
方

針
決

定
避

難
所

ご
み

の
処

理
方

針
、

分
別

方
針

の
確

認
避

難
所

ご
み

の
ほ

か
、

生
活

ご
み

の
発

生
の

状
況

を
踏

ま
え

、
ご

み
収

集
に

必
要

な
収

集
ト

ラ
ッ

ク
等

の
確

保
に

係
る

調
整

5
2

②
避

難
所

ご
み

対
策

の
実

施
避

難
所

ご
み

の
避

難
所

内
一

時
保

管
場

所
の

確
保

5
3

避
難

所
ご

み
の

収
集

運
搬

体
制

、
処

理
体

制
の

確
立

（
通

常
の

収
集

運
搬

体
制

と
の

連
携

含
む

）
5
4

人
的

・
物

的
応

援
が

必
要

か
検

討
（

通
常

の
収

集
運

搬
体

制
と

の
連

携
含

む
）

5
5

悪
臭

、
害

虫
対

策
（

殺
虫

剤
、

脱
臭

剤
等

の
散

布
）

助
言

、
資

機
材

等
の

確
保

・
提

供
悪

臭
・

害
虫

関
連

団
体

に
よ

る
対

策
の

実
施

5
6

ご
み

収
集

の
方

法
等

に
つ

い
て

周
知

5
7

避
難

所
に

お
け

る
感

染
性

廃
棄

物
等

へ
の

対
応

保
健

衛
生

部
門

職
員

の
応

援
派

遣
の

検
討

保
健

衛
生

部
門

職
員

の
応

援
派

遣
の

検
討

5
8

（
４

）
生

活
ご

み
の

収
集

運
搬

、
処

理
5
9

当
日

～
数

日
①

生
活

ご
み

処
理

方
針

の
検

討
生

活
ご

み
の

処
理

方
針

の
確

認
、

方
針

決
定

6
0

②
生

活
ご

み
対

策
の

実
施

ご
み

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
状

況
の

把
握

6
1

ご
み

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
収

集
車

両
の

確
保

・
収

集
実

施
都

市
規

模
に

応
じ

た
事

例
の

提
供

と
助

言
6
2

③
生

活
ご

み
の

排
出

・
収

集
方

法
に

関
す

る
広

報
生

活
ご

み
収

集
時

期
、

ご
み

出
し

ル
ー

ル
（

分
別

等
）

に
つ

い
て

周
知

6
3

（
５

）
片

づ
け

ご
み

等
の

収
集

運
搬

、
処

理
6
4

当
日

～
数

日
片

づ
け

ご
み

の
処

理
方

針
、

分
別

方
針

の
確

認

6
5

収
集

ル
ー

ト
上

に
あ

る
被

災
者

片
づ

け
ご

み
の

対
応

の
検

討
6
6

②
片

づ
け

ご
み

対
策

の
実

施
片

づ
け

ご
み

一
時

集
積

場
の

設
置

状
況

の
把

握
6
7

一
時

集
積

場
の

収
集

車
両

の
確

保
・

収
集

実
施

都
市

規
模

に
応

じ
た

事
例

の
提

供
と

助
言

6
8

③
片

づ
け

ご
み

の
排

出
・

収
集

方
法

に
関

す
る

広
報

利
用

可
能

な
一

時
集

積
場

及
び

ご
み

出
し

ル
ー

ル
（

分
別

等
）

に
つ

い
て

周
知

市
町

村
の

一
時

集
積

場
に

係
る

情
報

の
集

約

6
9

（
６

）
腐

敗
性

廃
棄

物
へ

の
対

応
（

発
生

し
た

場
合

）
7
0

当
日

～
数

日
①

腐
敗

性
廃

棄
物

関
連

施
設

の
被

災
状

況
の

把
握

市
町

村
内

の
水

産
物

関
連

施
設

等
の

被
災

状
況

の
把

握
市

と
連

携
し

た
水

産
物

関
連

施
設

等
の

被
災

状
況

の
把

握
7
1

被
災

施
設

の
衛

生
状

態
の

確
認

市
町

村
の

被
災

状
況

の
集

約
7
2

腐
敗

性
廃

棄
物

処
理

の
実

施
7
3

海
洋

投
棄

の
実

施
に

係
る

検
討

（
必

要
な

場
合

は
府

県
に

要
請

）
（

必
要

が
あ

れ
ば

）
海

洋
投

棄
に

つ
い

て
、

市
町

村
、

国
と

調
整

海
洋

投
棄

に
つ

い
て

可
否

判
断

、
必

要
な

支
援

策
（

船
舶

の
確

保
等

）
の

実
施

魚
あ

ら
等

再
資

源
化

回
収

受
入

れ
の

可
能

性
に

係
る

情
報

の
提

供

②
腐

敗
性

廃
棄

物
の

処
理

の
実

施

発
災
か
ら

の
時
間

プ
ッ

シ
ュ

型
支

援
（

被
災

自
治

体
か

ら
の

具
体

的
な

要
請

を
待

た
ず

に
、

被
災

地
に

人
員

・
資

機
材

を
派

遣
す

る
支

援
）

に
係

る
検

討
・

調
整

プ
ッ

シ
ュ

型
支

援
（

被
災

自
治

体
か

ら
の

具
体

的
な

要
請

を
待

た
ず

に
、

被
災

地
に

人
員

・
資

機
材

を
派

遣
す

る
支

援
）

に
係

る
検

討
・

調
整

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

、
応

援
自

治
体

、
国

に
よ

る
ご

み
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
の

状
況

の
把

握
プ

ッ
シ

ュ
型

支
援

（
被

災
自

治
体

か
ら

の
具

体
的

な
要

請
を

待
た

ず
に

、
被

災
地

に
人

員
・

資
機

材
を

派
遣

す
る

支
援

）
に

係
る

検
討

・
調

整

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

、
応

援
自

治
体

、
国

に
よ

る
一

時
集

積
場

の
状

況
の

把
握

③
避

難
所

ご
み

の
排

出
方

法
等

に
関

す
る

広
報

①
片

づ
け

ご
み

対
策

の
検

討
、

方
針

決
定


